
 

組合議会３月定例会会議録 

 

招集年月日 令和７年３月２５日（火曜日） 

招集の場所 最上広域市町村圏事務組合総合開発センター 

開   会 午後２時１８分～４時４５分 

 

１．出席議員 

   １番 佐 藤 卓 也 

   ２番 斎 藤 好 彦 

   ３番 土 田   太 

   ４番 小 国 浩 文 

 ５番 井 上   学 

６番 小 嶋 冨 弥 

   ７番 佐 藤   正 

   ８番 寒河江 宏 一 

９番 栗 田 保 則 

１０番 小 野   宏 

  １１番 佐 藤 一 廣 

 １２番 伊 藤 一 雄 

  １３番 佐 澤   浩 

  １４番 柿 﨑 英 矢 

１５番 斉 藤 光 雄 

１６番 海 藤 邦 夫 

１７番 亀 井 博 人 

１８番 坂 本 健太郎 

 

２．会議録署名議員 

   ２番 斎 藤 好 彦 

１１番 佐 藤 一 廣 

 

３．出席要求による出席者職氏名 

理事長          山 科 朝 則 

副理事長         元 木 洋 介 

理事           髙 橋 重 美 

理事           加 藤 正 美 

理事           森   富 広 



 

理事           新 田 隆 治 

理事           佐 藤 英 司 

理事           加 藤 文 明 

教育長          津 田   浩 

監査委員         須 田 泰 博 

事務局長兼業務課長    羽 賀 千 春 

消防長          奥 山 敏 明 

消防次長兼消防署長    毛 利 俊 彦 

総務課長兼会計管理者   叶 内 敏 彦 

消防庁舎建設準備室長   早 坂   敏 

教育研究センター所長   髙 橋   研 

業務課長補佐       渡 邊 充 広 

 

４．事務局出席者職氏名 

  議会事務局長（兼）    羽 賀 千 春 

 議会事務局局長補佐    伊 藤 裕 嗣 

議会事務局主任      小 田 嶋 藍 

   

５．議事日程 

  日程第 １ 議席の指定 

  日程第 ２ 会議録署名議員の指名 

  日程第 ３ 会期の決定 

  日程第 ４ 理事長の行政報告 

  日程第 ５ 一般質問 

  日程第 ６ 議案第 １号 令和６年度最上広域市町村圏事務組合一般会計補正予算

（第４号） 

  日程第 ７ 議案第 ２号 令和７年度最上広域市町村圏事務組合一般会計予算 

  日程第 ８ 議案第 ３号 令和７年度最上広域市町村圏事務組合最上広域ふるさと

市町村圏事業特別会計予算 

  日程第 ９ 議案第 ４号 最上広域市町村圏事務組合教育委員会委員の任命につい

て 

  日程第１０ 議案第 ５号 最上広域市町村圏事務組合分担金条例の一部を改正する

条例の制定について 

  日程第１１ 議案第 ６号 最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

  日程第１２ 議案第 ７号 最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定について 



 

佐藤卓也議長 お疲れ様でございます。ただ今の出席議員は１８名。全員出席であります。

定足数に達しておりますので、これより令和７年組合議会３月定例会を開会いた

します。議事に入ります前に、理事長からご挨拶をお願いいたします。山科理事長。 

山科朝則理事長 議員の皆様におかれましては、年度末のお忙しいなか、本組合議会３月定

例会にご出席いただき、誠にありがとうございます。令和６年度も終盤を迎えてお

りますが、皆様のご指導、ご協力をいただきながら、本組合事業の推進が図られま

したこと、改めて感謝を申し上げます。既にご承知のように、３月２３日に真室川

町議会議員選挙が行われ、佐藤一廣議員と佐藤正議員が当選されました。ご当選誠

におめでとうございます。お祝いを申し上げます。また、去る２月１３日に新庄市

議会におきまして臨時会が行われ、新たに亀井博人議員が組合議員として選出さ

れておりますので、本日からお迎えしております。よろしくお願いいたします。 

さて、本組合の事業は、本地域の振興、環境衛生、地域住民の安全・安心の確保、

並びに教育水準の向上など、どれをとりましても日常生活に欠かすことのできな

い重要なものでございます。今後も更なる発展を目指し、構成市町村と緊密な連携

のもと、各種事業に取り組んでまいります。引き続き、議員の皆様のご理解をいた

だきながら、本組合事業を進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

それでは、本日、ご審議をお願い申し上げます案件は、令和７年度一般会計及び

特別会計当初予算案のほか、教育委員会委員の任命など併せて７件であります。皆

様におかれましては、よろしくご審議いただきまして、ご決定下さいますようお願

い申し上げまして、３月定例会開会にあたりましてのあいさつとさせていただき

ます。 

佐藤卓也議長 ただ今の理事長のご挨拶にもありましたとおりに、２月１３日に行われた

新庄市議会臨時会において、新しく最上広域組合議員に選出された亀井博人議員

から、初対面の方もおられますので、自席にて自己紹介をお願いしたいと思います

がいかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議がないようでありますので、自己紹介をお願いいたします。亀井博人

議員。 

亀井博人議員 新庄市議会の亀井博人です。よろしくお願いいたします。議員としてはまだ

１期目で、まもなく２年になりますけれども、今日初めて広域議会に出席というこ

とで、少々緊張しております。どうぞよろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 ありがとうございました。よろしくお願いいたします。本日の会議は、お手

元に配付してあります議事日程により進めたいと思います。 

     日程第１、議席の指定を行います。議席は、会議規則第４条の規定により、本職

において指定いたします。新しく組合議員になられた亀井博人議員の議席を１７

番に指定いたします。 



 

     日程第２、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第８

８条の規定により、本職において、２番斎藤好彦議員、１１番佐藤一廣議員の両名

を指名いたします。 

     日程第３、会期の決定を議題といたします。議会運営委員長の報告を求めます。

議会運営委員長寒河江宏一議員。 

寒河江宏一議会運営委員長 皆さん、どうもご苦労様でございます。それでは、これより議

会運営委員会における協議の経過と結果についてご報告いたします。 

     去る、３月１９日午前１０時から、総合開発センター地域概況紹介室におきまし

て、議会運営委員８名出席のもと、執行部から事務局長、関係課長並びに議会事務

局職員の出席を求め、本日招集されました３月定例会の運営について協議をした

ところでございます。 

     はじめに、執行部から招集日を含め、提出議案等についての説明を受け、協議を

行った結果、会期につきましては、お手元に配付しております、令和７年組合議会

３月定例会議事日程のとおり、本日３月２５日、１日限りとし、また、日程につき

ましても、議事日程のとおりといたしましたので、よろしくお願いいたします。 

定例会でありますので、一般質問を受けましたところ、通告者は小嶋冨弥議員１

名でありました。なお、時間は答弁を含めて４０分でありますので、ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 

     この度、提出されます案件は、理事長提出案件が７件でございます。案件の取扱

いにつきましては、提案説明をいただき、本会議において審議・採決をお願いいた

します。 

     以上、議長よりよろしくお取り計らいをいただきますよう、お願い申し上げまし

て、組合議会３月定例会の運営に関し、報告を終わりたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

佐藤卓也議長 お諮りいたします。 

     本定例会の会期は、ただ今、議会運営委員長から報告のありましたとおり、本日

３月２５日、１日にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。よって、会期は３月２５日、本日１日と決しました。 

     日程第４、理事長の行政報告を行います。山科理事長。 

山科朝則理事長 それでは、本組合における各事業等について報告をさせていただきます。 

     はじめに、消防の第三者調査委員会についてでございますが、昨年９月の設置か

ら延べ９回の委員会を開催し、委員会では３月中を目標に調査の取りまとめを進

めていると伺っております。委員会からの報告がありましたら議員の皆様にもご

報告させていただきたいと考えております。 

 また、先月２６日に発生した岩手県大船渡市の山火事についてでございますが、

今月９日に鎮圧が宣言され、翌１０日には避難指示がすべて解除されております。



 

甚大な被害が発生しており、被害にあわれました皆様におかれましては、心よりお

見舞い申し上げます。本組合消防からも緊急消防援助隊として当該地域に６次隊

延べ３７名の職員を派遣し、消火活動にあたってまいりましたが、１６日をもって

活動を終了しております。 

 次に、沖縄児童交流事業でございますが、１月１４日から１７日まで、沖縄から

３４名の児童が来域し、戸沢学園で学校交流や最上川舟下り、金山でのスキー体験

など、雪国ならではの経験を通じ、たくさんの思い出を作るとともに帰県いただき

ました。 

     次に、沖縄市産業まつりへの派遣事業でございますが、１月２４日から２６日ま

での日程で実施し、大蔵村の加藤村長、海藤議長、斉藤議員の３名から最上を代表

し出席していただきました。沖縄の皆さんも楽しみにされていたようで、当日は、

たいへんな賑わいであったと報告を受けております。 

次に、広域交流センターゆめりあ関連事業ですが、ゆめりあ鉄道ギャラリーにお

いて、これまで本組合との協定に基づき、新庄神室産業高校の生徒の皆さんが作成

に取り組んできた、もがみのジオラマ金山町・大蔵村編の完成お披露目会を２月２

２日に実施したところであります。当日はこれまで、作成に関わった生徒の皆さん、

ご協力いただいた方々をお招きし、ジオラマ完成のお祝いをするとともに、生徒に

よる作成にあたった課題研究発表会も行われ、来場された皆様から好評をいただ

いたところでございます。今回、計７市町村のジオラマが完成しましたが、来年度

は舟形町のジオラマを作成する計画となっております。８市町村のジオラマがす

べて完成すれば、ゆめりあ鉄道ギャラリーの新たなる魅力のひとつに繋がると期

待しているところでございます。ゆめりあにおきましては、今後も多くの皆様から

ご協力いただきながら、引き続き賑わいの創出に努めてまいりたいと考えており

ます。 

     最後に、消防関係でございますが、５月臨時会でご承認をいただきました北支署

ポンプ自動車並びに西支署救急自動車の購入でありますが、両車両とも予定どお

り完成し、既に運用を開始しております。また、新消防庁舎建設事業につきまして

も、先週、１９日に建設工事現場説明会を開催し、議員の皆様からも現場を視察し

ていただいたところでありますが、令和８年３月の移転に向けて、着実に事業を実

施してまいります。以上、行政報告とさせていただきます。 

佐藤卓也議長 日程第５、一般質問であります。これより一般質問を行います。本定例会の

一般質問通告者は１名であります。質問内容は、配付してあります一般質問通告表

のとおりでありまして、質問時間は、答弁を含めて４０分以内といたします。それ

では、６番小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 皆さんご苦労様でございます。最上広域事務組合令和７年３月定例議会一

般質問を行います。議席番号６番の小嶋冨弥であります。どうぞよろしくお願い申

し上げます。今般通告いたしました発言事項は、２点でありますので、それらに添



 

いましてお尋ねをいたします。まず初めに、新庄警察署と広域消防本部の相互協力

についてであります。最近の自然災害は忘れた頃にやってくるどころか、忘れない

うちにやってきます。昨年の７月豪雨災害は未曽有な大きな痛手を与えました。そ

のような中で、最上広域消防本部と新庄警察署と、大規模な自然災害、火災等にお

ける緊急の対応力強化を図るため、去る２月２０日に相互協定を結び、警察署長と、

消防長の締結式において協定書を取り交わしたとの新聞報道がありました。最近

の予想を超える災害対応力強化は我々圏域に住まいする人々にとって大変心強く

喜ばしいことであります。そこで、それらについての経過と内容についてお伺いい

たします。 

     次に、消防職員のパワハラ問題についてお伺いいたします。この件に関しまして

は、昨年の９月１２日に広域市町村圏事務組合は、最上広域市町村圏事務組合消防

本部及び、消防署職員の休職、休暇取得に関する第三者委員会を設置いたしました。

委員会は、３名の弁護士の方で構成され、委員長に山形市城西町法律事務所弁護士

粕谷氏を選任、以降の休職、休暇取得の原因等に関する調査審査を進めていただい

ておりますと、令和６年１０月８日における１０月定例議会で理事長の報告を受

けました。年度末の区切りよいこの時期と思いますので、その後の第三者調査委員

会における、県弁護士会推薦の弁護士による調査の進捗状況と、内容と、最終結論

はいつになるのかをお尋ねいたします。以上、よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 山科理事長。 

山科朝則理事長 それでは、小嶋議員のご質問にお答えします。はじめに、新庄警察署と広

域消防本部の相互協力についてでありますが、協定に至った経緯としましては、こ

れまでも消防本部と警察署は相互に協力し、連携を図り活動してまいりましたが、

昨年７月の豪雨災害を踏まえ、警察とこれまで以上に連携の強化を図るために協

力体制の明確化を行い、地域住民の安全・安心の確保に繋げていくため警察、消防

で協議した結果、相互協力協定を締結することといたしました。協定の内容につき

ましては、災害現場活動等における相互協力として連携体制の確立、職員の派遣を

含む情報共有、災害対処訓練の共同実施、現場活動の整備等となっております。こ

の協定が結ばれたことにより、消防、警察がこれまで以上に強固な関係のもと、今

後、発生が危惧される大規模地震や豪雨災害等の各種災害に的確に迅速に対応で

きるようになると考えております。消防本部といたしましても、引き続きあらゆる

災害から住民の生命、身体、財産を守るという使命を果たすため、訓練を重ね、災

害対応能力の強化を図り、消防活動の基本である安全・確実・迅速の原則のもと組

織一丸となり、全力で災害に対応してまいります。 

     次に、第三者調査委員会の進捗状況と最終結論についてお答えをいたします。弁

護士３名の構成で昨年９月１２日に設置いたしました、第三者調査委員会につき

ましては、これまで延べ９回の委員会が開催され、また、この間、委員による消防

職員などの面談などの調査が進められているとお伺いしております。第三者調査



 

委員会におきましては、面談等の調査に基づいた原因の究明、把握を進めていただ

いている訳でございますが、これらの取りまとめにつきましては、３月中を目標に

進められておりますので、委員会からの最終報告につきましては、４月中にはいた

だけるものと認識しております。第三者調査委員会の最終的な調査結果につきま

しては、議員の皆様にもご報告させていただきたいと考えておりますので、ご理解

賜りますようお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 ご答弁ありがとうございました。この災害協定、非常に心強い訳であります

けども、至ることですけども、これはどっちの方から打診あったんでしょう。昨年

の７月豪雨のときに、色々報道見ますと、通信がなかなか警察署とうまくいかなか

ったみたいな報道ありましたけども、こっちの方は、消防署の方からしましょうと

いうような、警察署の方から一緒に組みましょうかという、最初、段取り、展開ど

うだったのか、まずお聞きしたいと思います。大変いいことだからお聞きします。 

佐藤卓也議長 奥山消防長。 

奥山敏明消防長 新庄警察署とは、日頃から意見交換会や合同訓練を実施しております。昨

年夏の豪雨災害につきましても、その後、意見交換会等を開催している中で、どち

らからという部分はないんですけれども、両方の話し合いの中で、連携を深めると

いう部分で、協定という形に残した方がいいのではないかというような話になり、

協定を締結することにいたしました。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 そうしますとですね、定期的に何回か合同の訓練というものも想定なさっ

てるんでしょう。大体、予定としてはどのくらいの予定で訓練、また、この前新聞

見ましたけども、雪に関しての訓練もやったって出てましたけども、その辺、大ま

かでいいですから、定期的にどのくらい訓練やるかなというようなこと、もしあっ

たら、協定の中でそういうこと、恐らくそれも協定でしょうから教えてもらえば有

難いなと思います。よろしくお願いします。 

佐藤卓也議長 奥山消防長。 

奥山敏明消防長 訓練につきましては、山岳救助訓練、また、ボート等を使った水難救助訓

練、冬山の雪害に対する救助訓練、捜索訓練、土砂災害の救助訓練等を予定してお

ります。これまでも、資器材の取扱訓練、また庁舎建物を破壊する訓練等も合同で

行っております。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 多様にわたる、多岐にわたる訓練というようなことで、大変心強く思ってい

ます。そしてあと、間もなく庁舎も警察の脇に組む訳ですので、非常にそういった

意味では、やはりお互いに相互の関係を強化していくというふうなことは大変喜

ばしく有難いなと思っておりますので、是非ですね、１つ、災害あって出動すると

いうことは不幸なことでありますけども、災害のときはやはりそういったことで



 

我々の圏域の安全・安心を守ってもらうっていうふうなことでは有難く思ってま

すので、よろしく１つお願いしたいなと思います。 

     次に、パワーハラスメントについてお聞きいたします。今まで延べ９回委員会を

行ったというような報告がございました。それで、前回のとき、私質問したらその

とき、理事長さんは期間は、そのときのご答弁ですよ、第三者委員会からは、私共

に対する回答といたしましては、これから実際調査に入っていかないと期間は明

言できないというようなことをはっきり申されましたと。概ね半年以上最低掛か

るだろうというふうなことも、この場で申されました。そうすると大体、半年とい

うと３月議会、私は区切りのいい機会で結論出て、色んな報告出るのかなと思って

ました。そういったことも踏まえまして、１，１０４万４千円の経費を計上しまし

たけども、事務方にお伺いしますけども、９回委員会しました。その間に、費用は

どのくらいお支払したのかなというふうなことをお聞きしたいと思います。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 弁護士費用につきましては、１時間当たりでいくらという形で積算さ

せていただいておりまして、２月末時点なんですが、３２０万円ほどの経費の方を

支出させていただいております。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 ２月末で３２０万、費用発生する訳ですけれども、先程も全協でご討議あっ

たんだけども、３月にお支払しないと繰越明許になるんですね。３月中に払わない

と。その場合、大丈夫なんでしょうか。年度越しても。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 単価契約で契約させていただいておりますので、３月いっぱい掛かっ

た分につきましては、３月中に請求いただいて、６年度の予算で執行させていただ

く予定としております。 

小嶋冨弥議員 ６年度予算。 

叶内敏彦総務課長 ３月稼働してる分につきましては、３月中の予算で執行させていただ

く予定としています。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 私の認識では単年度決算ですから、払わないで繰り越せば繰越明許という

ことが発生するんじゃないかなと。その場合、４月に払うことはいかがかなという

ことで私認識してますけど、その場合は問題ないんでしょうかね。繰越明許という

のをいたしていかないと完結できないんじゃないんですかと思って。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 ３月中に時間掛かった分につきましては、３月中の時間数の方で積算

させていただいて、３月中の請求いただいた形で、４月支払いというのは可能かと

思いますので、その部分に関しては繰越明許ということではないということで予

定しております。 



 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 その辺、しっかりしていただきたいなと思っております。４月にならないと、

はっきり私共に届かないというような訳でありますけども、それにしてですね、色

んな結果じゃないです、予断をもって出ませんけども、ハラスメントに関しては、

全国的に結構こう課題になってて、この２３年度の全国消防職場の総務省が初調

査、ハラスメント１７６件、これ２月の１７日報道なりました。それでですね、今

後、結果見ないと予断もって話できませんけども、消防署の皆さんは、やはり我々

の命を守ってくれる大事な職場なんですね。それで、やはりその安全・安心で私共

も生活できるための職場環境というのは非常にこう大事なんですね。それもそう

だけども、今後色んな再発防止とか、相談窓口を拡充していかないと大変だなと。

今の若い方々は、かなり時代も変わって、職場では厳しいけども、その延長線上で

上下関係みたいなのは嫌うんですね。嫌うというか、そういうことも含めて、再発

防止の窓口拡充というのは、消防長さん、どういうふうにお考えでしょうか。 

佐藤卓也議長 山科理事長。 

山科朝則理事長 色々ご質問いただいている中で、まだパワハラがあるのかないかも含め

て調査中です。仮に、そういう行為があったとしたときには、我々も当然、様々な

取り組みを強化していかなければならないという、これ想定ですけど、そういうふ

うなことも必要だというふうに思います。それと、第三者委員会で、もしそういう

ことがあった場合はですけれども、その再発防止に向けたご意見も法律的な見地

からいただくというようなことも、当初のお願いしたときのお話しの中に入って

ますので、そこら辺を考慮していきたい。ただ、これは仮定の話です。よろしくお

願いします。 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 結果が出たらやはり受け止める訳ですけども、ならないようにしっかりと

職場の環境整備っていうのも、やはり大事じゃないかなと思うんです。だから、こ

れ全国で結構１７６件も出てて、この直近のあれには相馬市のことも消防本部出

てましたので、やはり再発防止とか相談窓口の拡充っていうのはやはりきちんと

していただいて、安心・安全で職員の皆さんが働くような環境づくりを是非、議会

の圏域の代表としてお願いしたい訳ですので、その辺は一番前線に立ってる消防

長さんが、もちろん理事長の命を受けて消防長いる訳ですけども、やはり現場のト

ップのお考えをやはり、おいでになるので、是非私は聞きたいと思いますので、１

つよろしくお願いしたいと思います。 

佐藤卓也議長 奥山消防長。 

奥山敏明消防長 消防本部といたしましても、訓練の指導のあり方、また、指導方法の研究

等をいたしまして、今後取り組んでまいりたいと考えております。また、職員全員

がハラスメントを理解し、ハラスメントが生じないように働きやすい職場環境づ

くりに努めてまいります。よろしくお願いいたします。 



 

佐藤卓也議長 小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 そういう決意をいただきまして、新庄市のパワーハラスメントの指針とい

うのがございますね。指針書というのが。それに基づくだけでなくて、やはり日頃

からそういった皆さんに１つケアの方をよろしくお願いしたいと思います。終わ

ります。 

佐藤卓也議長 以上をもちまして、一般質問を終わります。 

     日程第６、議案第１号、令和６年度最上広域市町村圏事務組合一般会計補正予算

（第４号）を議題といたします。提出者の説明を求めます。山科理事長。 

山科朝則理事長 議案第１号、令和６年度最上広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第

４号）について、ご説明申し上げます。一般会計の補正予算でございますが、３３

９万１千円の増額補正でありまして、補正後の総額は、４３億４，９９３万４千円

となります。その主な内容といたしましては、国の交付金を活用した消防用広報車

購入に係る経費として３６７万８千円を増額となっております。詳細につきまし

ては、事務局長より説明させますので、よろしくご審議をいただき、ご決定くださ

いますようお願いいたします。 

佐藤卓也議長 羽賀事務局長。 

羽賀千春事務局長 それでは、別冊にしております、令和６年度一般会計補正予算書をご覧

ください。捲っていただきまして、１ページをお開き願います。議案第１号、令和

６年度最上広域市町村圏事務組合一般会計補正予算（第４号）について、ご説明い

たします。第１条は、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ３３９万１千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を、それぞれ４３億４,９９３万４千円とするもので

ございます。第２条は、繰越明許費について規定しております。第３条は、地方債 

補正について規定しております。 

捲っていただきまして、２ページ。第１表歳入歳出予算補正につきましては、各

款各項の補正額及び補正後の予算額になります。 

３ページ、上段、第２表繰越明許費についてでございます。今回新たに計上して

おります４款消防費の、最上広域圏域防災力向上事業費、３６７万８千円が繰越と

なります。下段の第３表地方債補正につきましても、最上広域圏域防災力向上事業

に伴い、１６０万円を新たに追加するものでございます。 

捲っていただきまして、４ページは、歳入歳出補正予算の事項別明細書になりま

す。 

５ページは、歳入歳出の詳細になります。初めに、上段の歳入の、３款国庫支出

金、２目消防費国庫補助金につきましては、最上広域圏域防災力向上事業に伴い、

南支署に配備予定の広報車１台分の購入に係る、新しい地方経済・生活環境創生交

付金として、１７９万１千円を計上しております。次に、８款組合債につきまして

も、最上広域圏域防災力向上事業として購入します、南支署の広報車の起債分１６

０万円を計上しております。 



 

次に、下段の歳出でございます。４款１項１目消防費につきましては、南支署の

広報車購入に係る、手数料及び保険料として、１１節役務費に８万８千円、２７節

公課費には、自動車重量税７千円を計上しております。また、１８節負担金、補助

及び交付金には、事業費確定に伴う不用額２８万７千円を減額しております。次に、

２目消防施設整備事業費につきましては、南支署の広報車の購入費として、１７節

備品購入費に、３５８万３千円を計上しております。当該広報車の購入に係る、全

ての経費３６７万８千円は繰越明許費となります。補正予算の説明につきまして

は、以上でございます。ご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただ今説明のありました、議案第１号について質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。質疑を終結し、討論に入りたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。これより討論に入ります。ただ今のところ討論の通

告はありません。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。よって議案第１号は討論を終結し、直ちに採決する

ことに決しました。これより採決いたします。議案第１号、令和６年度最上広域市

町村圏事務組合一般会計補正予算（第４号）は、原案のとおり決することに賛成の

方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

佐藤卓也議長 全員賛成です。よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

     日程第７、議案第２号、令和７年度最上広域市町村圏事務組合一般会計予算を議

題といたします。提出者の説明を求めます。山科理事長。 

山科朝則理事長 議案第２号、令和７年度最上広域市町村圏事務組合一般会計予算につい

て、ご説明申し上げます。令和７年度の予算総額は、５５億８，１００万円となり

まして、前年度に比較しますと１４億５，８００万円、３５．４％増となりました。

令和７年度の予算全体で申し上げますと、まず、公債費が前年度に比較しまして５

８０万円減の１億２，５５０万円、補助費等が約４４０万円増の３，９４６万円と

なっております。投資的経費は前年度に比較して約１２億４，３８０万円増の２５

億１７５万円、物件費は約８，３９２万円増の１５億７，２８９万円、維持補修費

は約８，０２０万円増の１億４，４６２万円となっております。また、主な主要事

業といたしまして、最上広域交流センターゆめりあの指定管理委託事業に６，４２



 

７万円、エコプラザもがみの高圧受配電設備更新事業に９，０００万円、リサイク

ルプラザもがみ最終処分場残余容量調査事業に５８０万円、新消防庁舎建設整備

事業に２４億９，７７７万円、理科教育事業に２，２９８万円程を計上しておりま

す。詳細につきましては、事務局長より説明させますので、よろしくご審議いただ

きまして、ご可決賜りますようお願いいたします。 

佐藤卓也議長 羽賀事務局長。 

羽賀千春事務局長 それでは、別冊にしております、令和７年度一般会計及び特別会計予算

書をご覧ください。捲っていただきまして、１ページをお開き願います。議案第２

号、令和７年度最上広域市町村圏事務組合一般会計予算についてご説明いたしま

す。第１条歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５５億８，１００万円となり、

前年度比１４億５，８００万円、率にして３５．４％の増となっております。第２

条では地方債について規定しております。第３条では、一時借入金の最高額を５億

円としております。 

     捲っていただきまして、２ページをお開き願います。第１表歳入歳出予算です。

歳入は１款分担金から８款組合債まで、３ページの歳出は１款議会費から７款予

備費まで、歳入歳出それぞれ５５億８，１００万円の予算となります。 

     次に捲っていただきまして、４ページ、第２表地方債では、新消防庁舎建設事業

における起債の限度額を１３億７，３４０万円、県防災行政通信設備整備事業負担

における限度額を１，５１０万円、ストックヤード搬入路災害復旧事業における限

度額を３９０万円としております。 

     次に捲っていただきまして、５ページです。５ページは、歳入歳出予算事項別明

細書の総括となります。 

     次に捲っていただきまして、６ページです。６ページからは、歳入の明細になり

ます。はじめに、１款分担金でございます。１目総務費分担金は２億３，１６８万

１千円で、前年度と比較し、１，２１７万円の増、２目衛生費分担金は１４億２，

０４５万７千円で、前年度比１億５，２６４万３千円の増となっております。 

     ７ページ、３目消防費分担金は１５億２，６０３万７千円で前年度と比較し、２，

５７０万２千円の減となっております。 

     次に捲っていただきまして、８ページです。４目教育費分担金は、４，２６４万

４千円で、前年度比５７４万６千円の減となっております。従いまして、１款分担

金の総額は３２億２，０８１万９千円で、前年度と比較し１億３，３３６万５千円、

率にして４．３％の増となっております。 

     次に、９ページ、２款使用料及び手数料２項手数料の合計は１億２，２７６万５

千円で、前年度と比較し、４６４万４千円の減となっております。要因としまして

は、死亡獣畜やごみの搬入量の減少が見込まれることから、１節へい獣手数料、２

節清掃手数料共に減額となったことによります。 

次に、３款国庫支出金は６６万円で、前年度比２，５８４万４千円の減となって



 

おります。要因としましては、緊急防災援助隊の出動車両登録に係る補助の終了に

伴い、消防費国庫補助金が皆減したことによります。 

４款財産収入は６万２千円で、前年度比４万６千円の増となっております。 

５款繰入金は地域振興基金からの繰入金が８８８万６千円、新消防庁舎建設事

業に伴い、ふるさと市町村圏基金からの繰入金が５億円、消防施設整備基金からの

繰入金が３億３７５万２千円となっております。従いまして、捲っていただきまし

て、１０ページ繰入金の合計は、８億１，２６３万８千円で、前年度比５億５，７

３０万２千円の増となっております。 

次に、６款繰越金は、前年度同額の３００万円としております。 

７款２項１目雑入は、１１ページ合計で２，４１０万７千円、前年度比１７万５

千円の増となっております。 

８款組合債は、合計で１３億９，２４０万円で、前年度比７億９，７６０万円の

増となっております。内訳としましては、１目消防債は１３億８，８５０万円で、

前年度比７億９，３７０万円の増、うち新消防庁舎建設事業に伴うものは説明欄で

ございますが、１３億７，３４０万円となっております。２目災害復旧事業債は、

ストックヤード搬入路災害復旧事業に伴い３９０万円となっております。 

次に捲っていただきまして、１２ページをお開き願います。歳出でございます。

１款議会費は１０５万円、前年度比３万８千円の増となっております。次に、２款

１項１目一般管理費は１億３，８８１万円、前年度比１，６３４万７千円の増とな

っております。増額の要因としましては、事務局職員の人件費が１，１００万円ほ

どの増額となったことなどによります。主な事業費としましては、２節給料から、

４節共済費までのいわゆる人件費が８，８４２万１千円、排水ポンプ車出動委託料

が４９０万４千円など、排水ポンプに係る経費が４台分併せて１，２９５万１千円

を計上しております。 

次に捲っていただきまして、１５ページ、２目広域交流センター費は１億５３１

万４千円、前年度比５２９万６千円の減となります。減額の要因としましては、ゆ

めりあの冷温水発生機更新事業終了などに伴い、１０節需用費が５２０万円ほど

の減額となったことによります。主な事業費としましては、１２節委託料に、ゆめ

りあの指定管理業務委託料６，４２７万６千円、駐車場除排雪等業務委託料５５０

万円、１８節負担金にゆめりあ魅力創造事業実行委員会負担金２００万円を計上

しております。 

次に、３目財政管理費は６，８９４万８千円、前年度比３８万６千円の増となっ

ております。２４節積立金に、消防施設整備基金積立金として６，００４万７千円

を計上し、２７節繰出金にはふるさと市町村圏事業のための繰出金８８８万７千

円を計上しております。 

次に４目看護師確保対策費は１９０万円、前年度比１８０万円の増となってお

ります。１８節負担金補助及び交付金に１８０万円を計上しておりますが、こちら



 

は新庄市へお支払する看護師育成修学資金事業負担金となります。従いまして、２

款総務費１項総務管理費の合計は３億１，４９７万２千円で、前年度比１，３２３

万７千円の増となっております。 

次に捲っていただきまして、１６ページ、２款２項１目監査員費は９万７千円で、

前年度と同額となっております。 

次に３款１項１目へい獣保冷庫管理費は１，１４９万３千円、前年度比５４万６

千円の増となっております。増額の要因としましては、死亡獣畜を吊るすフック修

繕の実施などによるものです。主な事業費としましては、へい獣保冷庫受付管理業

務委託料３３０万円、産業廃棄物処理、収集・運搬業務委託料併せて５８２万８千

円を計上しております。 

次に３款２項１目エコプラザもがみ費は８億６，７００万６千円、前年度比１億

２，７０７万６千円の増となっております。増額の主な要因としましては、電気料

の単価改定に伴い、１０節需用費、光熱水費が４，１００万円ほどの増額、高圧受

配電設備の更新修繕に伴い、修繕料が７，９００万円ほどの増額となったことによ

ります。主な事業費としましては、１２節委託料に、包括運転管理業務委託料２億

１，２８５万円、プラント設備点検整備等業務委託料３億９，９３０万円を計上し

ております。令和６年度、前年度よりそれぞれ５年間の長期契約を結んでいるとこ

ろでございます。また、１４節工事請負費には、ストックヤード搬入路修復工事費

として３９７万９千円を計上しております。 

次に、１７ページ、２目リサイクルプラザもがみ費は２億１，７８８万３千円、

前年度比８３３万４千円の増となっております。増額の要因としましては、修繕料

が１７０万円ほどの減額となったものの、電気料の単価改定に伴い、光熱水費が５

００万円ほどの増額となったことにより、１０節需用費が３３０万円ほどの増、最

終処分場残余容量調査実施に伴い、１２節委託料が５２０万円ほどの増額となっ

たことによります。主な事業費としましては、１２節委託料に包括運転管理業務委

託料１億７，５９３万９千円を計上しております。 

次に捲っていただきまして、１８ページ、３目もがみクリーンセンター費は、３

億４，４４４万円、前年度比１，４４１万１千円の増となっております。増額の要

因としましては、１０節需用費、光熱水費、電気料の単価改定によるものでござい

ます。主な事業費としましては、１２節委託料に包括運転管理業務委託料２億５，

４１０万円、汚泥運搬・処理業務委託料３，５６９万９千円を計上しております。

従いまして、これら衛生３施設の合計額は１４億２，９３２万９千円、前年度比１

億４，９８５万１千円の増となっております。 

次に４款１項１目消防費は、１１億５，４７９万６千円、前年度比６，６０７万

４千円の増となっております。増額の主な要因としましては、人件費が４，８２０

万円ほどの増額となったことによります。また、２目に計上しております給料を含

めました人件費総額は１０億１，１１６万２千円となっております。主な事業費と



 

しましては、１９ページ、１２節委託料に、通信指令装置の保守点検委託料２，５

００万円ほど、捲っていただきまして、２０ページ、２１ページ、１７節備品購入

費に消防吏員の制服、活動服などの購入費、併せて１，４５６万円。１８節負担金

にはドクターヘリ運航助成金１，０５０万円を計上しております。 

次に２目消防施設整備事業費は２４億９，７７７万円、前年度比１２億３，９８

２万２千円の増となっております。新消防庁舎建設に伴う事業費として、捲ってい

ただきまして、２２ページ、１２節委託料に５，２９７万１千円、１４節工事請負

費に２３億２，９６２万４千円、１７節備品購入費に９，２００万円などを計上し

ております。従いまして、４款消防費の合計は３６億５，２５６万６千円、前年度

比１３億５８９万６千円の増となっております。 

次に５款１項１目教育委員会費は２２万６千円、前年度と同額となっておりま

す。 

２３ページ、２目教育センター費は４，２７６万６千円、前年度比５７６万８千

円の減となっております。減額の主な要因としましては、算数・数学教育事業終了

に伴い、人件費が３名から２名分に、１名減となったことによります。主な事業費

としましては、理科教育事業費で、図書購入費などの関連事業費のほか、１名分の

人件費を含みまして、総額２，２９８万６千円を計上しております。また、令和４

年１月に更新を図りリニューアルオープンしました、プラネタリウムに係る経費

として、捲っていただきまして、２４ページ、１３節使用料及び賃借料に４０６万

６千円など、総額で５３７万１千円を計上しております。従いまして、２５ページ

５款教育費の合計は４，２９９万２千円で、前年度比５７６万８千円の減となって

おります。 

次に６款公債費は、元金、利子併せて１億２，５５０万１千円で、前年度比５８

０万円の減となっております。減額の主な要因としましては、消防デジタル無線の

償還終了によるものでございます。 

次に７款予備費は前年度同額の３００万円としております。 

以上、令和７年度一般会計予算の概要説明を終わらせていただきます。ご審議の

上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただ今説明のありました、議案第２号について質疑に入ります。質疑ありま

せんか。１８番、坂本健太郎議員。 

坂本健太郎議員 １８番、坂本です。３点ご質問あります。ページと款項目を言っていきま

す。１５ページ、２の１の２広域交流センター費、１０節、１３節、１８節につい

てお聞きしたいと思います。続きまして、同じく１５ページの、２の１の４看護師

確保対策費で、あと３番目が２３ページ、５の１の２の教育研究センター費、こち

らの方、伺っていきたいと思います。はじめに、広域交流センター費のところで、

先程も需用費、光熱水費のところが冷温水の排水設備ということで、多分冷暖房の

ところの機器だと思うんですけれども、修繕が終わったことによって、熱効率とい



 

いますか、そういうことが減って、光熱水費が減額になってるという理解でよろし

かったのでしょうか。２つ目に１３節使用料、ゆめりあの山車展示のところで人形

の賃借等ありましたけれども、これまでも計上されていたのか。ちょっと昨年度の

予算からは見えなかったので、今まであったというか、山車がそのままあるってい

うのは知ってますけれども、予算的にどうだったのかという理由といいますか、教

えていただければと思います。次に、１８節の負担金、ゆめりあ魅力創造事業実行

委員会のところですが、来年度、鉄道ギャラリーの舟形町さんで最終形ということ

でご説明ありましたけれども、来年度で完成するということで、来年度の２００万

円計上されてますが、それ以降、来年度の予算なのであれですけれども、舟形町さ

んで終わってから、どういうふうな再来年度に向かって、この鉄道ギャラリーなの

か、この実行委員会を来年度運営していくのかというのをお聞きしたいと思いま

す。以上が、広域交流センターのところです。 

次に、看護師確保対策費ということで、以前にご説明ありましたときに、初めて

対象者が出たということで、このような額計上されてるという説明いただきまし

た。令和２年度でこの制度が終わってるというか、新規募集はもう終わったという

ご説明もあったんですが、看護師不足は各市町村でも本当に喫緊の課題だという

ことで認識しております。令和２年度で新規募集をしてるんですけども、この借り

た方々に対して戻って来てほしいというところでの事業だと思いますので、その

ＰＲなど、今回初めて対象者が出たということなんですが、もっと対象者が出て戻

って来てほしいという思いがありますので、どういうふうにＰＲをしていってい

るのかというところをお聞きしたいと思います。 

あと３番目の教育研究センター費ですけれども、先程、給与費のところで減額と

いうのが３名から２名ということで、人員が減ったことによるというところの減

額というご説明ありました。業務量はそれに伴って減ってくるのか、それとも２名

でやれるものなのか、ちょっとその辺の理由と、事業に対して問題がないのかとい

うようなところをお聞きしたいと思います。あと、全体的なところなんですけれど

も、これは理科の教育の振興ということで、義務教育のところで理科の楽しさとか

そういうところに興味を持ってほしいとか、あとは教師の教え方と興味の持ち方

の先生方への研修というところでの事業だと思っていますが、これまでどのよう

な成果、効果があったのかお聞きしたいと思います。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 私の方から、ゆめりあの部分と看護師確保対策費の部分についてお答

えさせていただきます。ゆめりあの電気料につきましては、令和６年度の部分につ

いてなんですが、補助金等の対策ということがないというのを見込みまして、少し

余計めのという積算させていただいている関係上、令和７年度、実際の実績に基づ

いて積算させていただいているので、こういった予算の積算となっております。あ

と２点目の山車の人形の部分につきましては、令和６年度までは指定管理料の中



 

に含まれておりましたが、今年度令和７年度につきましては、事務局というか、こ

ちらの方で直接使用料の方をお支払させていただくというような形で予算措置を

させていただいております。あと、ゆめりあ魅力創造事業の実行委員会の負担金に

つきましては、先程ありましたとおり、令和７年度で舟形町さんのジオラマ完成す

ると、１周する訳ですので、それ以降の部分につきましては、今神室産業高校さん

の方で授業の一環でジオラマの方作成しておりますので、そちらの方と相談させ

ていただきながら、次年度以降の方向性決めさせていただければと考えておりま

す。続きまして、看護師の関係の制度につきましては、令和２年で制度自体は終わ

っておりまして、貸付させていただいて、制度利用者１０名で、実際、新庄最上に

就職今なさってる方３名おります。せっかく制度を活用していただいてますので、

なるべく最上圏域の方においでいただきたいということでは考えておりますけど

も、それぞれご事情ございまして、就学地の近くの大学とか、研修行ったところの

病院とかにお勤めされてるのが多いのかなというふうに考えております。 

佐藤卓也議長 髙橋教育研究センター所長。 

髙橋研教育研究センター所長 先程ございました、予算の減額につきましては、算数・数学

の授業終了に伴います職員定数の減によるものでございます。従って、来年度の業

務量といたしましては、算数・数学がなくなる分、理科に集中できるというところ

から業務量につきましては、適正というふうに考えております。続きまして、理科

の研修等につきまして申し上げます。理科担当の教員の指導力向上と、授業改善に

向けまして、小学校と中学校の理科の講座を年間合計で１２回程実施しておりま

す。近年では、新採で理科の専科を担当する教員が増えてきたことや、教科担任制

によります、理科を担当していない教員が増えてきたことなどの理由から、若手の

教員の参加を強く推進しているところであります。あと、子どもたちの興味関心を

助長させるという点では、おもしろ科学体験、年３回、わくわく出前教室、これは

各校の要請によってお伺いしています。そして、最上少年少女発明クラブなどを年

間２０回ほど開催しておりまして、延べ人数で約３，８００名の小学生がこれに参

加しております。そのような形で、子どもたちの理科に対する興味関心の育成を図

っているところであります。 

佐藤卓也議長 １８番、坂本健太郎議員。 

坂本健太郎議員 ありがとうございます。それでは、再質問というか２回目の質問というこ

とでさせていただきたいと思います。まず初めに、ゆめりあの光熱水費のところで、

昨年は多く見積もって、今年度は実績に基づいてということでお話しありました

けれども、やはり夏は暑いし冬は寒いっていう、高校生とかが使ってるのが多いん

ですけども、もうちょっと効きを良くしてほしいっていうのが、利用者の声もあり

ますので、実績が抑えられてるのかどうか、ちょっと分からないんですけれども、

そんなに光熱水費で、稼働して適温かどうかというのはちょっと人にもよるんで

すが、過度に抑えないで、過ごしやすい場所をゆめりあでしていただけたらありが



 

たいなと思います。続きまして、山車の展示なんですけれども、こちらの方は、令

和６年指定管理料ということだったんですが、それを外出しにしてこのように令

和７年度した理由、あとはそのメリット、デメリットというようなところお聞きし

たいと思います。次の負担金のゆめりあの魅力創造事業なんですけれども、令和７

年度で終了ということですが、個人的には非常にいい事業だと思ってます。それが

鉄道ギャラリーを神室産業高校と共同で魅力を高めていくという事業もそうです

けれども、このような予算といいますか、ゆめりあを活性化していくところで、

様々なアイデアから新しいことが生まれるような、こういう事業があるっていう

のは私個人的にはすごいいいことだなと思ってます。令和８年度に向けて、基本７

年度で終わるというご説明でしたが、是非８年度も残るような、そういう仕組みが

残るような方法を考えていただければ有難いと思います。続いて、看護師の育成修

学資金の事業ですけれども、ご提案ですけれども、利用者１０名いるということで

したが、是非とも毎年１回はその方に、どのような通知をしているかちょっと分か

らないで申してるんですけれども、最上地域にやはり戻って来てほしいと、看護師

不足だということで看護師の就職先というか、そういう病院が、ここ働けますよと

かですね、あとは戻ってきたらこの事業で、多分分かってらっしゃるとは思うんで

すが、免除なりますよとか、免除というかあれですね、補助出ますよとかそういう

通知をですね、是非年１回は出して、こうＰＲをしていただければ有難いなと思い

ます。最後に、教育研究センターのことですけれども、内容分かりました。３，８

００人の子どもたちということで、大変この少子化の中で３，８００っていうのは

すごい大きな数かなと思っております。何回も理科好きの子が、その発明教室とか

理科のそういうイベントなどに来てらっしゃるのかなということを想像しますけ

れども、是非続けていただいて、それがゆくゆくは理系にいって、それがこの最上

地域の産業の根幹の部分にはなると思うんですけれども、これからＩＴ、ＡＩ、半

導体などそういうところで是非地元の産業を盛り上げるような子に育っていって

ほしいなという思いで聞いておりました。お答えできるところをお答えください。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 ゆめりあに関しましては、魅力向上という部分で、空調設備の快適な環

境っていうのは重要だなと考えております。空調につきましては、施設２５年経っ

てまして、だいぶ古くなっておりますので、そういった更新も含めて、これから検

討させていただければと考えてます。魅力創造事業の実行委員会につきましても、

関係機関と連携しながら、ゆめりあの方に来ていただくような仕掛けづくりとい

うのをこれからも進めてまいりたいと考えてます。山車の人形の支払方法の変更

につきましては、新庄市でも、山車の歴史センターに展示してる部分の支払方法に

合わせた形で、広域が直接支払うっていうことで対応させていただきましたので、

よろしくお願いいたします。あともう１点、看護師の部分につきましては、各出身

地の市町村さんの方から毎年１回状況調査はしていただいてるんですけども、そ



 

のときにこちらの新庄最上の状況などもお知らせしながら、戻って来ていただけ

るようなお知らせなんかもさせていただければと考えてます。 

佐藤卓也議長 髙橋教育研究センター所長。 

髙橋研教育研究センター所長 先程の体験活動を通しまして、１人でも多くの理科好きの

子どもたちを増やしまして、そして各校のキャリア教育との連携を深めながら、ふ

るさとの良さを再発見していただいて、子どもたちにその良さを伝えていただき

ながら地域の発展に繋がるようしていきたいと考えております。 

佐藤卓也議長 他に質疑ありませんか。１７番、亀井博人議員。 

亀井博人議員 亀井です。よろしくお願いします。何点か質問させていただきます。１つ目

が、予算書１６ページから１８ページ、衛生費の中の業務委託料についてお尋ねし

ます。２つ目です。予算書２３ページ、５款の教育研究センター費をお願いします。

３つ目です。予算書１８ページになります。消防費の災害時派遣の予算対応につい

て伺います。４つ目、款項目でいいますと１４ページの総務管理費の委託料、ホー

ムページ関係についてお願いします。 

それでは、予算書１６ページの３款衛生費関係の中に、エコプラザもがみ費、リ

サイクルプラザもがみ費、もがみクリーンセンター費と３つの施設ありますけれ

ども、この中に包括運転管理業務委託料というのがあります。例えばエコプラザも

がみ費であれば、約２億１千万円という１億円を超える委託料ありますので、そち

らの内容についてお聞きしたいと思います。長期継続契約かと思いますけれども、

この契約期間５年ないし１０年という期間あると思いますが、その根拠のような

ものについてありましたらお願いします。２つ目、１億円を超えるこの包括運転管

理業務委託料の契約等にあたりまして、見積もりだったり、確認方法はどのような

方法で実施しているか伺います。３つ目、今建設費等、様々なものが高騰している

中で、契約金額等に変更等があった場合の対応について伺います。４つ目、この業

務委託の中に修繕費は含まれているのかどうか伺います。 

次です。２３ページの教育研究センター費の関係です。坂本議員からも一部あり

ましたけれども、１つ目です。理科担当の先生は来年度何名になりますか。２つ目

です。教育研究センターの主要事業では、困難な時代を生き抜く科学的なものの見

方や、論理的な考え方を身に付けた有為な人材育成に資するとありますけれども、

また、主な事業の中で、いわゆる学力テスト、全国学力学習状況調査ですけれども、

において、最上地区の生徒の理科の主な状況について把握等されていればお願い

をしたいと思います。３つ目です。今年度まで９年間、算数・数学の取り組みがさ

れていたようですけれども、来年度、その９年間の成果をどのような形で活かされ

ていく予定かについてお願いします。 

次、１８ページの消防費です。今年度においても大船渡市での災害派遣等があり

ましたけれども、来年度の予算の中において、予算措置がされているのかどうかに

ついてお伺いします。 



 

４つ目です。１４ページの総務管理費の中の、あえて関連付ければ委託料にホー

ムページ運用保守管理業務委託料４３万８千円というところがあります。私が時

折、最上広域のホームページ等見ておりますと、ちょっとその中に予算は見当たら

ないのかなと。決算は、令和２年度分まではあったかなと、また会議録ですけれど

も、ちょっとこちらは見当たらなかったかなと思います。現在、各市町村の広報紙

に予算、決算は掲載されておりますけれども、この３つの内容等について掲載の検

討をお願いできればと思います。以上、よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 ただ今から１０分間休憩いたします。 

（休憩中） 

佐藤卓也議長 休憩を解いて再開いたします。羽賀事務局長。 

羽賀千春事務局長 では、私の方から亀井議員の質問についてお答えさせていただきます。

まず１点目の長期契約の契約期間等についてでございます。衛生３施設、まず１つ

目の焼却処理施設エコプラザもがみ、鮭川村にありますけれども、こちらの方が、

運転管理と、それからプラントメーカーの設備の修繕の方と２つに分けて契約を

結んでおります。令和６年度より運転管理の方を５年間の契約としたことにより、

プラントメーカーの方も５年間の契約としております。令和６年度から令和１０

年までの５年間となります。こちらの方は、なぜ５年間というか、その前してこな

かったかといいますと、平成１５年の稼働のときから地元の鮭川村の地元の業者

さんに運転管理の方をお願いしておりまして、そちらの業者さんの方が毎年でな

いと駄目だということで、ずっと１５年間ほど単年度契約としていたという経緯

があるようでございます。次に、リサイクルプラザ、舟形町にあります。この施設

に関しては令和３年度から令和１２年度までの１０年間の長期契約としておりま

す。これも１０年間とする前に、平成２８年度から令和２年度までの５年間を長期

契約を一旦しまして、その実績を見まして、今回令和３年度より１０年間の契約と

したところでございます。それから、し尿処理施設、新庄市の畑地区にあります。

もがみクリーンセンターでございますけれども、こちらは平成２８年度から令和

７年度、来年度までの１０年間の契約としております。こちらの方も、その１０年

契約になる前の５年間、平成２３年から２７年度までの５年間を長期契約してみ

まして、そちらの実績を基に１０年間という契約を結んだというところでござい

ます。それから次に、２点目、包括運転管理委託の契約等の段階での確認方法等々

につきましては、それぞれ３つの施設の契約の中には、運転管理を行う職員の人件

費などの労務費、それから設備の法定点検などの各種委託業務料、それから薬品や

燃料などの用役費が含まれております。さらに、この金額の他にですけれども、リ

サイクルプラザもがみと、もがみクリーンセンターについては施設整備の点検修

繕などの修繕料も含んだ契約となっております。エコプラザの方は、運転管理のみ

の契約、それからプラントメーカーと２つの契約。あとリサイクルとクリーンは修

繕も含めて１つの１本の契約としております。施設運営には、ごみやし尿の性状と



 

か、量の変動によって適切に対応する専門的な知識が必要となりますので、各衛生

施設の稼働当初から管理を行っている会社が現在も管理をしているという状況で

ございますので、見積書の方もそちらの方からいただいている状況でございます。

その金額の確認方法ということでございますけれども、労務費の方にあっては、全

国の衛生処理施設の維持管理のときに積算で使用されます、マニュアル書といい

ますか、全国都市清掃会議というところで出しております、廃棄物処理施設維持管

理業務積算要領というのがございまして、その数値に基づいて必要な人数などを

精査しまして、設備の修繕などについても同じくそこの全国都市清掃会議で出し

ている要領に基づいて修繕費の積算もして、確認しているところでございます。主

な設備の修繕や更新におきましては、プラントメーカーでしか取り扱えないもの

が多くあります。特に大きな経費を要します、その鮭川村にありますエコプラザも

がみの焼却施設については、令和４年度と令和５年度に衛生処理施設の設備など

に精通した、それぞれ異なる専門のコンサル担当会社から審査をしていただきま

した。その結果、機器の劣化状況や耐用年数などからしても、整備計画は施設が安

全で適切に稼働できる状態であるということで、妥当であるという結果、結論をい

ただいたところでございます。次に、３番目です。１０年の契約で変更があった場

合どうするかというご質問だったと思います。３施設のうち５年の契約が１つ、１

０年の長期契約が２つなんですけれども、どの施設に関しましても精算規定とい

うものを契約書の中には含めてございます。労務費や、役務費、燃料費など契約時

の物価よりも大きく変動があった場合に、その基準を出た部分について精算する

こととしております。過去にでございますけれども、し尿処理施設のもがみクリー

ンセンター費において電気料が高騰したことによる精算が１度だけございました。

しかしながら、その後、電気料というのは変動が大きいということで、その包括管

理の中に含めず、こちらの事務局というか、別立てで抜き出した形で直接払いとい

う形にしておりますので、それ以降は精算払いというのはしたことはございませ

ん。それから次に、４番目ですけれども、業務委託の中に修繕料が含まれているか

どうかというお話しだったと思います。修繕料は先程申し上げましたように、焼却

施設エコプラザの方に関しましては運転管理のみの契約と、それからプラントメ

ーカーが直接支払う修繕の部分と、２本立てでやっておりますので、エコプラザの

包括運転管理の方には修繕費は含まれてはございません。それから、リサイクルプ

ラザ、クリーンセンターの方に関しましては、修繕も入れての契約でございますの

で、修繕料はもちろん入ってございます。 

佐藤卓也議長 髙橋教育研究センター所長。 

髙橋研教育研究センター所長 １点目の理科担当の当センターの教員でありますが、教頭

級の主幹が１名、あと教諭級の研究主事が１名、そして会計年度職員の指導員が１

名の合計３名というふうになっております。続いて２つ目の学力学習状況調査に

関わっての最上の学力という点についてお答えを申し上げます。全国学力学習状



 

況調査の結果におきましては、県の教育局を通じまして、直接市町村の教育委員会

へ送付されることになっております。従って、個別の案件になることから、最上全

体の中身につきましては、推し量ることは残念ながらできない状況でございます。

ただ、理科教育につきましては、県全体でも興味関心が非常に高く、また、学習意

欲も高いということから、最上地区においても同様だというふうに考えておりま

す。３つ目の算数・数学の事業の終了と来年度からの対応ということについてお答

えを申し上げます。算数・数学事業におきましては、平成２８年から令和３年まで

の６年間、教員を対象といたしまして、授業改善、資質向上に向けた事業を行って

まいりました。その後３年間、さらに子どもたちの算数・数学の体験活動を加えた、

新算数・数学事業を展開してまいりましたが、今年度令和６年度が最終年度となり

ました。この新事業の３年間につきましては、コロナ禍ということもありまして、

なかなか学校訪問をすることができず、利用者数は伸び悩みましたが、今年度の利

用者数は教職員１７８名、そして学校訪問の回数は１０４回、体験をした児童生徒

数は７０４名ということで、これは最上管内の対象学年、５、６年生でありますけ

れども、その約７０％に当たる子どもたちが体験することができたということに

なり、一定の成果を上げることができたのではないかなというふうに感じている

ところでもございます。来年度以降につきましては、この子どもたちの体験活動を、

理科のおもしろ科学体験、あと、ゆめりあ科学館の中に算数・数学のブースを設け

まして、年４回実施する予定でございます。また、訪問型の授業につきましては、

教材と共に授業の進め方のマニュアルを作りまして、どの学校でも、どの教員でも

実施できるようにデータ化をいたしました。さらに６年間、活用させていただきま

した、指導書、参考書、教科書、教材、教具などのリストを作成いたしまして、各

学校にいつでも貸し出せるように整理をいたしまして、子どもたちのこの９年間

の学びを止めないような形で、来年度も取り組んでいきたいというふうに考えて

いるところであります。 

佐藤卓也議長 早坂消防庁舎建設準備室室長。 

早坂敏消防庁舎建設準備室室長 消防本部総務課の早坂でございます。災害派遣時の予算

対応についてお答えいたします。緊急消防援助隊出動などの大規模災害に関して

の予算の計上はしておりません。災害派遣時の予算対応といたしましては、歳出に

おける需用費の食糧費にて、災害用持ち出し金を若干確保しております。現地での

食料、飲料水、燃料代など、現金での支払いがある場合に、これを使用いたします。

また、現場活動における人件費、時間外、使用した各種燃料代、食料、飲料水、消

耗品など、こちらから持参するものもあるんですが、向こうの方で必要となるもの

的なものは、消防費の予算からの一時的な支払いは可能となっております。活動に

対する経費の歳入についてですが、緊急消防援助隊の活動費負担金交付要綱に基

づきまして、一般財団法人全国市町村振興協会へ応援実績報告書を提出いたしま

す。精査を行い、金額が確定後に経費に関する金額がこちらの方から交付される予



 

定になっております。説明としては以上となります。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 ホームページの部分について私の方から説明させていただきます。ホ

ームページにつきましては、情報発信、提供の強力なツールでございますので、有

効活用しなければならないものとは認識しております。広域のホームページの方、

内容を再度確認させていただきまして、整理させていただきたいと考えてます。よ

ろしくお願いします。 

佐藤卓也議長 １７番、亀井博人議員。 

亀井博人議員 ２点ほどお願いしたいと思います。最初に、教育研究センター費です。こち

ら要望というかお願いになります。令和６年度の最上地区の小学校中学校、義務教

育学校、ちょっと調べてみますと、現在２５校ということで、生徒数は４，４２６

名ということで、平成２年と比べると３分の１くらいずつに減少しているようで

す。それはそれとして、最上地区の生徒全員に少数制というふうに意識を変えて、

楽しく分かる授業が受けられるようにご指導よろしくお願いいたします。最後で

す。今朝の山形新聞にリサイクルプラザもがみ関係で、災害の関連で記事を拝見し

ました。それと関連してですけれども、エコプラザもがみ費ですが、人口が減少し

ている中、現在６万４千人ほどおるようですけれども、まだまだ大丈夫というふう

な考えでよろしいでしょうか。更新等の。エコプラザもがみ。 

佐藤卓也議長 渡邊業務課課長補佐。 

渡邊充広業務課課長補佐 それでは、私の方からお答えさせていただきます。エコプラザも

がみは、平成１５年の稼働になっておりまして、当初は施設稼働としては、３０年

くらいを目途にしてたんですけれども、平成２９年、３０年に基幹改良工事という

大規模な工事をさせていただきまして、主要な設備を更新しております。それで、

平成３０年までもたせて、その後もう１度基幹改良工事をして、施設稼働から４０

年、施設の方もたせたいなと思いまして、考えているところです。基幹改良をする

際には、施設を新設したらいくら掛かるか、また、今の施設を延命化すればいくら

掛かるかという比較もしております。その比較の中で、新設をするよりも延命化し

た方が２０数億円安くなるというようなコストも出まして、それに基づきまして

延命化計画の方を立てさせていただいております。 

佐藤卓也議長 他に質疑ありませんか。５番、井上学議員。 

井上学議員 ５番。予算書の１９ページお願いします。消防費の中の１２節ですね、委託料

の中に新消防庁舎移転業務委託料とあります。消防署の移転の業務の委託料つい

てるということは、ここの組合の移転業務料もないとおかしいなと思って見たん

ですけども、上がってないんですね。ここの移転の費用というのは、別に見ている

のか、それとも計上しないのか、ちょっとそこら辺が分からなかったので、教えて

いただきたいです。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 



 

叶内敏彦総務課長 こちらの事務局の分につきましても、引っ越しは同時期に行う予定と

しておりまして、消防費についてる６５０万円の部分の中に一部こちらの分も入

っているということになっております。 

佐藤卓也議長 ５番、井上学議員。 

井上学議員 今、一部入っておりますとありましたが、そこのところどのくらい見てますか。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 一部というのは、こちらの引っ越し代は全て入ってるんですけども、中

身の積算の内訳、今手持ち資料ございませんが、プラスでレンタカーの部分で対応

させていただく予定としております。 

佐藤卓也議長 他に質疑ありませんか。８番、寒河江宏一議員。 

寒河江宏一議員 ８番、寒河江でございます。私からは、一般会計の２６から２７、２８に

なるんですけど、給料費明細ありますけども、２７ページの一般職の総括について

今年度は１３３（６）名となっております。一般職に関しての事務職、そして消防、

そして教育研究センター費の人数についてお聞きしたいと思います。そしてまた、

２８ページですけども、アの会計年度任用職員以外の職員ということで、１３３

（１）となっているので、１名かなと思いますけども、そこら辺をちょっとはっき

りお聞きしたいと思いますので、以外の職員とはどういうものなのか、職名なのか

お聞きしたいと思います。そして、会計年度職員２９ページになりますけども、会

計年度任用職員が５名ということで、その配置についてお聞きしたいと思います。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 １点目の職員数１３３名の内訳でございますが、こちらは事務局が１

１名、消防職員が１２０名、教育部門で２名の積算になっております。続きまして、

２８ページの会計年度任用職員以外の職員のかっこ書きの部分になりますけども、

こちらは再任用職員ということで、かっこ書きで１名を積算させていただいてお

ります。あと２９ページの会計年度任用職員の５名の内訳でございますが、事務局

に１名、消防に１名、教育部門に３名の内訳となっております。 

佐藤卓也議長 ８番、寒河江宏一議員。 

寒河江宏一議員 今、総務課長から説明していただきまして、１３３名の職員に対しては事

務局が１１名、消防が１２０名、教育センターが２名ということでございました。

そしてまた会計年度任用職員に関しては事務局１名の、消防１名の、教育センター

が３名ということで。２８ページのですね、会計年度任用職員以外の職員というこ

とで、再任用のということでございました。これは、昨日ですか、新聞報道になっ

た部分の予算と受け止めてよろしいんでしょうか。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 先日、報道というか新聞の方に出た部分につきましては、この再任用さ

んということではなくて、こちらの再任用の部分に関しては職員の退職された方、

制度としてございますので、積算として再任用職員ということで１名、積算の方さ



 

せていただいております。 

佐藤卓也議長 ８番、寒河江宏一議員。 

寒河江宏一議員 今、総務課長の方から今回のやつは再任用職員に関しては新聞報道の部

分ではなくて、改めて退職した方を再任用する部分に関しての予算だということ

でございました。そうしますと、昨日の新聞報道があった部分に関しては、その予

算書の中には含まれてないということで受け止めてよろしいんですか。最後の３

回目の質問なんで、終わりたいと思いますけども、そこだけ確認していただきたい

と思います。この一般職の中に入ってるのか、それとも予算書の中に入ってないの

かという部分でお聞きしたいと思います。 

佐藤卓也議長 叶内総務課長。 

叶内敏彦総務課長 予算書につきましては、一般職の部分で給与費の方、積算させていただ

いております。 

佐藤卓也議長 他に質疑ありませんか。６番、小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 私から１点だけお聞きします。２３ページの教育センター、この件に関して

は、それぞれの議員も質問しておりますけども、学習学力のテストの結果見ると、

新庄市の場合、理科は県平均、いいんですね。ところが、その年代によってでっこ

びひっこびありますけども、今年度は算数・数学が県平均までいってなくて、やは

りその辺が課題だなと。なにも学力テストは全体見る訳ない、その部分の一部とい

う捉え方で、そこから一喜一憂することはないということなんですけども、そうい

った意味で今回３名から２名に減ったということは、残念だなと私思うんです。せ

っかく先生方も、やはり今デジタル化とか、タブレットの時代で、教える先生方も

若い先生もたくさん大変だということに関して、逆にそういった先生を技能の持

った方を、このセンターの教えて先生方もレベルアップしていただくという意味

からすれば、１名減った、数学・算数の専門の方が減ったということは、果たして

なと。是非、今年度はだけども、やはりそういった子どもたちのことを考えれば、

この教育センターというのは非常にこの役立ってるんですね。もちろん、プラネタ

リウムもあるし、ずっと理科は子どもたちの行ってるってこと聞きますと、やはり

このセンターがあるからというお答えがくるんですよ、毎年私もお聞きした場合

に、一般質問とか教育委員会の方に聞くと。だから、そういった意味から考えれば、

残念だなと。今後ですね、やはりそういった意味も含めて、多くの理事者、市町村

の首長さんもおる訳ですので、重々分かってると思うんだけども、そういった点は

どういうふうに今後考えるかっていうことをお聞きしたいな。やはりこの辺も充

実していっていただきたいなという思いがあるもんですから、答えられる範囲内

で１つお願いしたいと思います。髙橋先生大変ですか。 

佐藤卓也議長 髙橋教育研究センター所長。 

髙橋研教育研究センター所長 ありがとうございます。センターの運営につきましては、毎

年９月に８市町村の校長、教頭のどちらか１名から構成しております、授業検討委



 

員会がございます。その委員会の中で、今まで、今年度の授業の内容を報告し、来

年度以降どのような形での授業が相応しいかということについて管理職の方から

ご意見をいただく、そういうふうな検討部会がございます。さらには、それらを受

けて９月の下旬に運営委員会と申しまして、８市町村の教育長さん方から、お集ま

りをいただいて、検討委員会で出た内容や、今年の活動内容、そしてそれらを基に

して来年度以降の運営についてご意見をいただく場があります。そういうふうな

場を活用しながら、子どもたちや地域の方々のご意見をいただきながら、次年度の

運営について進めていきたいと思いますので、その中でまた算数・数学という点で

も出てくるのかもしれませんが、十分に大事にしながら検討していきたいなとい

うふうに思っております。どうもありがとうございます。 

佐藤卓也議長 ６番、小嶋冨弥議員。 

小嶋冨弥議員 ありがとうございます。この場所はやはり考えてみますと、非常に成果の上

げている場所だと思うんです。やはりそういったことを充実して、最上圏域の児童

生徒の勉強のレベルアップになるようなことを是非図っていただきたいと思って、

要望して終わります。 

佐藤卓也議長 他に質疑ありませんか。 

（沈黙） 

佐藤卓也議長 他に質疑なしと認めます。質疑を終結し、討論に入りたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。これより討論に入ります。ただ今のところ討論の通

告はありません。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。よって議案第２号は討論を終結し、直ちに採決する

ことに決しました。これより採決いたします。議案第２号、令和７年度最上広域市

町村圏事務組合一般会計予算を、原案のとおり決することに賛成の方は、挙手を願

います。 

（全員挙手） 

佐藤卓也議長 全員賛成です。よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

     日程第８、議案第３号、令和７年度最上広域市町村圏事務組合最上広域ふるさと

市町村圏事業特別会計予算を議題といたします。提出者の説明を求めます。山科理

事長。 

山科朝則理事長 議案第３号、令和７年度最上広域市町村圏事務組合最上広域ふるさと市

町村圏事業特別会計予算について、ご説明申し上げます。令和７年度の予算総額は、



 

１，１２３万９千円となりまして、前年度に比較しますと３２万１千円、２．９％

の増額となっております。内容といたしましては、前年度同様に沖縄中部広域市町

村圏との児童交流や物産交流、もがみ大産業まつり支援事業などでございます。詳

細につきましては、事務局長より説明させますので、よろしくご審議をいただきま

して、ご決定くださいますようお願いいたします。 

佐藤卓也議長 羽賀事務局長。 

羽賀千春事務局長 では、予算書を捲っていただきまして、３７ページをお開き願います。

議案第３号、令和７年度最上広域市町村圏事務組合最上広域ふるさと市町村圏事

業特別会計予算について、ご説明いたします。第１条ふるさと市町村圏事業特別会

計予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，１２３万９千円となり、前年度比３２万１

千円、率にして２．９％の増となっております。 

捲っていただきまして、３８ページをお開き願います。第１表、歳入歳出予算で

ございます。歳入は、１款財産収入から４款諸収入まで、歳出は、１款ふるさと市

町村圏事業費で、歳入歳出それぞれ１，１２３万９千円となります。３９ページは、

歳入歳出予算事項別明細書の総括となります。 

捲っていただきまして、４０ページは、歳入の明細になります。１款財産収入は

１万８千円で、ふるさと市町村圏基金に対する利子を計上しております。２款繰入

金は８８８万７千円で、一般会計からの繰入金となります。３款繰越金は５万円で、

前年度繰越金となります。４款諸収入は２２８万４千円で、１節雑入として少年少

女沖縄派遣交流事業参加負担金１８０万円と、受入事業負担金４８万４千円を計

上しております。 

次に、４１ページ、歳出でございます。１款ふるさと市町村圏事業費は１，１２

３万９千円で、前年度比３２万１千円の増となります。主な内容としましては、少

年少女沖縄交流事業費が６８０万円ほど、沖縄市産業まつりへの派遣に係る経費

が１２０万円ほど、もがみ大産業まつり実行委員会負担金が２００万円、沖縄交流

の日給食事業費が９９万円ほどとなっております。 

以上、令和７年度ふるさと市町村圏事業特別会計予算の概要説明を終わらせて

いただきます。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

佐藤卓也議長 ただ今説明のありました、議案第３号について質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。質疑を終結し、討論に入りたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。これより討論に入ります。ただ今のところ討論の通

告はありません。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 



 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。よって議案第３号は討論を終結し、直ちに採決する

ことに決しました。これより採決いたします。議案第３号、令和７年度最上広域市

町村圏事務組合最上広域ふるさと市町村圏事業特別会計予算を原案のとおり決す

ることに賛成の方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

佐藤卓也議長 全員賛成です。よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

     日程第９、議案第４号、最上広域市町村圏事務組合教育委員会委員の任命につい

てを議題といたします。提出者の説明を求めます。山科理事長。 

山科朝則理事長 議案第４号、最上広域市町村圏事務組合教育委員会委員の任命について、

ご説明申し上げます。教育委員会は教育長他４名の委員で構成されておりますが、

大蔵村教育委員会保護者委員の柿崎完美さんと、戸沢村教育委員会教育委員の加

藤久和さんが、令和７年３月３１日をもって退任することに伴い、後任の教育委員

の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定

により、ご提案申し上げるものでございます。この度、教育委員にお願いする方は、

真室川町教育委員会保護者委員の髙橋亜理紗さんと、大蔵村教育委員会教育委員

の須藤薫さんのお二人で、経験並びに識見ともに大変豊富な方々でございます。な

お、任期につきましては、髙橋亜理紗さんは令和１１年３月３１日まで、須藤薫さ

んは令和１０年３月３１日までとなります。略歴につきましては、参考資料に記載

してございますので、ご覧いただきまして、ご同意賜りますよう、よろしくお願い

いたします。 

佐藤卓也議長 ただ今説明のありました、議案第４号について質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。質疑を終結し、採決したいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。これより採決いたします。議案第４号、最上広域市

町村圏事務組合教育委員会委員の任命については、これに同意することに賛成の

方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

佐藤卓也議長 全員賛成です。よって、議案第４号は、原案のとおり同意することに決しま

した。 

     日程第１０、議案第５号、最上広域市町村圏事務組合分担金条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。提出者の説明を求めます。山科理事長。 



 

山科朝則理事長 議案第５号、最上広域市町村圏事務組合分担金条例の一部を改正する条

例の制定について、ご説明申し上げます。本組合の消防費分担金の負担割合を変更

するため、必要な改正を行うものでございます。主な改正の内容につきましては、

現行の、消防費分担金の内、緊急通報システムにかかる費用は、新庄市を除く各町

村の設置基数割で算定しておりますが、令和７年度より金山町、大蔵村、戸沢村が

新たに緊急通報システムから脱退することに伴い、分担金における負担割合につ

いて変更するものであります。施行日につきましては、令和７年４月１日といたし

ます。よろしくご審議をいただきまして、ご決定くださいますよう、よろしくお願

いいたします。 

佐藤卓也議長 ただ今説明のありました、議案第５号について質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。質疑を終結し、討論に入りたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。これより討論に入ります。ただ今のところ討論の通

告はありません。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。よって議案第５号は討論を終結し、直ちに採決する

ことに決しました。これより採決いたします。議案第５号、最上広域市町村圏事務

組合分担金条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決するこ

とに賛成の方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

佐藤卓也議長 全員賛成です。よって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

日程第１１、議案第６号、最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。提出者の

説明を求めます。山科理事長。 

山科朝則理事長 議案第６号、最上広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対

策推進法の一部を改正する法律の施行に伴い、必要な改正を行うものでございま

す。主な改正の内容につきましては、超過勤務の免除の対象となる子の範囲の拡大、

また、子の看護休暇についての取得要件を拡大し、介護離職防止のための仕事と介

護の両立支援制度に関する周知の強化等を図る内容となっております。施行日に



 

ついては、令和７年４月１日といたします。よろしくご審議をいただきまして、ご

決定賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 ただ今説明のありました、議案第６号について質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。質疑を終結し、討論に入りたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。これより討論に入ります。ただ今のところ討論の通

告はありません。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。よって議案第６号は討論を終結し、直ちに採決する

ことに決しました。これより採決いたします。議案第６号、最上広域市町村圏事務

組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について

は、原案のとおり決することに賛成の方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

佐藤卓也議長 全員賛成です。よって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

     日程第１２、議案第７号、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。提出者の説明

を求めます。山科理事長。 

山科朝則理事長 議案第７号、最上広域市町村圏事務組合一般職の職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。山形県人事委員会

勧告等に鑑み、必要な改正を行うとともに、刑法改正に伴う文言整理を行うもので

ございます。主な改正の内容につきましては、第１条で、一般職職員の給料表や扶

養手当、通勤手当等の支給要件等の改正を行い、定年前再任用短時間勤務職員にお

いて、新たに住居手当及び寒冷地手当を支給できるよう改める内容となっており

ます。また、第２条では、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う、条文の文言

の整理を行うもので、第３条におきましては、暫定再任用職員の手当について、定

年前再任用短時間勤務職員と同様になるよう改正を行うものでございます。施行

日につきましては、第１条及び第３条の規定につきましては令和７年４月１日、第

２条の規定につきましては令和７年６月１日といたします。よろしくご審議をい

ただきまして、ご決定くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

佐藤卓也議長 ただ今説明のありました、議案第７号について質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 



 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 質疑なしと認めます。質疑を終結し、討論に入りたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。これより討論に入ります。ただ今のところ討論の通

告はありません。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 討論なしと認めます。よって討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

佐藤卓也議長 ご異議なしと認めます。よって議案第７号は討論を終結し、直ちに採決する

ことに決しました。これより採決いたします。議案第７号、最上広域市町村圏事務

組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定については、

原案のとおり決することに賛成の方は、挙手を願います。 

（全員挙手） 

佐藤卓也議長 全員賛成です。よって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

     ここで、理事長よりご挨拶があります。山科理事長。 

山科朝則理事長 この度の最上広域市町村圏事務組合３月定例会におきまして慎重審議、

誠にありがとうございました。会期中にいただきましたご意見あるいは提案等に

つきましては、今後の広域の運営等に十分に生かしてまいりたいと考えておりま

す。また、広域が求められる、住民の安全安心の確保や環境衛生の向上等のため最

大限努力してまいりますので、今後もご指導・ご協力を賜わりますよう、よろしく

お願い申し上げます。そして、この度、羽賀千春事務局長が、今回退職されること

になりました。これまでのご労苦にお礼を申し上げます。 

令和７年度も８市町村が力を合わせて住民のために努力してまいりますので、

今後とも何卒よろしくお願い申し上げますとともに、議員の皆様におかれまして

は、今後も益々ご活躍されることを御祈念申し上げ、３月定例会閉会にあたっての

あいさつとさせていただきます。本日は、誠にありがとうございました。 

佐藤卓也議長 以上をもちまして、令和７年３月定例会の日程をすべて終了いたしました

ので、閉会いたします。大変お疲れ様でした。 

 


